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延岡市公告第30号 

 

条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の

６の規定により公告する。 

 

令和８年２月13日 

延岡市長  三浦 久知 

１ 入札に付する事項 

1 工 事 名 富美山第２雨水ポンプ場電気設備工事 

2 工事場所 延岡市山月町 

3 業  種 電気工事 

4 工  期 工事着手日から令和９年３月１２日まで 

5 工事概要 雨水ポンプ電気設備工事   一式 

6 予定価格 １１１，７５８，９００ 円 

7 公表価格 
 １０１，５９９，０００ 円 

（予定価格に110分の100を乗じて得た額） 

8 最低制限価格の有無 有 

9 工事費内訳書の要否 要 

10 入 札 保 証 金 免除 

11 契約保証金の要否 
延岡市契約規則（平成12年規則第16号）第26条及び第27条

の定めによる。 

12 (中間)前金払の有無 有 

13 部 分 払 の 有 無 無 

14 議会の議決を要する契約 否 

15 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 該当 

16 入札方法 電子入札 

17 入札期間 
令和８年３月２３日（月曜）午前  ８時３０分 から 

令和８年３月２５日（水曜）午前１０時００分 まで 

18 開札日時 令和８年３月２５日（水曜）午後  １時１０分 

19 開札場所 延岡市役所 入札室（本庁舎６階） 

20 備  考 
※ 申請書等様式及び設計図書等については、本市ホームページに掲載する「入札 

情報サービス」からダウンロードすること。 
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２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札参加者の資格要件 

   本工事の入札に参加することができる者は、次のア及びイに掲げる全ての要件を満た

す単体事業者（以下「単体」という。）又は次のア及びウに掲げる全ての要件を満たす者

が自主結成の方法により結成する特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）

とする。 

  ア 単体及び共同企業体の共通資格要件 

1 

本公告日において、延岡市建設工事等指名競争入札参加者の資格、指名基準等に

関する要綱（昭和56年告示第39号）に基づき、本市の指名競争入札参加資格者名簿

（名簿有効期間：令和６年４月１日～令和８年３月31日、業種：電気工事）に登載

されていること。 

2 

「電気工事」について、建設業法第27条の23の規定に基づく経営事項審査を受審

していること。ただし、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の審査基準

日については、令和６年８月31日以後のもので直近のものに限る。なお、契約締結

日においても有効な経営事項審査結果を有していること。 

3 所 在 地 等 延岡市内に本店を有すること。 

4 備   考 

※ 「所在地等」とは、建設業法第３条第１項に規定される営業所の所在地を

いう。 

※ 本公告に係る他の共同企業体の構成員となることはできない。 
   

イ 単体の資格要件 

1 等 級 Ａ級 

2 建設業許可区分 特定建設業又は一般建設業 

3 備   考 

※ 「等級」とは、本公告２－⑴－ア－1 で示す名簿に登載された（電気工事）

の等級区分をいう。 

※ 「建設業許可区分」とは、建設業法第３条第１項第１号及び第２号に規定

される建設業の許可の区分をいい、かつ、（電気工事）に係る許可をいう。 

※ 下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合は、特定建設業 

許可が必要。 
 

ウ 共同企業体の資格要件 

1 等 級 Ａ級 

2 構成員の数 ２者 

3 建設業許可区分 特定建設業又は一般建設業 

4 出 資 比 率 
① 全ての構成員の出資比率が、30％以上であること。 

② 代表構成員の出資比率は、構成員中最大であること。 

5 備   考 

※ 「等級」とは、本公告２－⑴－ア－1 で示す名簿に登載された（電気工事）

の等級区分をいう。 

※ 「建設業許可区分」とは、建設業法第３条第１項第１号及び第２号に規定

される建設業の許可の区分をいい、かつ、（電気工事）に係る許可をいう。 

※ 代表構成員については、下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上と 

なる場合、特定建設業許可が必要。 
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３ 配置予定技術者の資格に関する事項 

⑴ 配置予定技術者の資格要件 

   本工事の入札に参加しようとする者は、次の表に掲げる全ての要件を満たす主任技術

者又は監理技術者を配置しなければならない。 
 
  ア 単体で申請した場合 

1 国家資格等 

次に示す国家資格のいずれかの資格を有すること。 

【主任技術者を配置する場合】 

・１級電気工事施工管理技士 ・２級電気工事施工管理技士 

・第１種電気工事士     ・技術士 

・電気工事において、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハのいずれ

かに該当する者 

【監理技術者を配置する場合】 

・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 

2 専任の要否 

主任技術者を配置する場合 監理技術者を配置する場合 

要 
要（ただし、監理技術者補佐を

専任配置する場合は専任不要） 

3 雇 用 関 係 
入札参加申請日以前において直接的かつ３か月以上の恒常的な雇

用関係にある者であること。 

4 備   考 

※ 「技術士」とは、技術士法による第二次試験のうち、技術部門を電

気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電子

部門又は建設部門に係るものに限る。）に合格した者をいう。 

※ 下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合は、監理

技術者を配置すること。 

※ 「監理技術者」とは、建設業法第27条の18第1項に基づき交付され

る監理技術者資格者証（電気工事）を有しているものをいう。 

※ 「監理技術者補佐」とは、建設業法第26条第３項ただし書きに規定

する者をいう。 
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  イ 共同企業体で申請した場合 

1 国家資格等 

次に示す国家資格のいずれかの資格を有すること。 

代
表
構
成
員 

【主任技術者を配置する場合】 

・１級電気工事施工管理技士 ・第１種電気工事士 

・２級電気工事施工管理技士 ・技術士 

・電気工事において、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハの

いずれかに該当する者 

【監理技術者を配置する場合】 

・監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 

第
１
構
成
員 

・１級電気工事施工管理技士 ・第１種電気工事士 

・２級電気工事施工管理技士 ・技術士      

・電気工事において、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハの

いずれかに該当する者 

2 専任の要否 

主任技術者を配置する場合 監理技術者を配置する場合 

要 
要（ただし、監理技術者補佐を

専任配置する場合は専任不要） 

3 雇 用 関 係 
入札参加申請日以前において直接的かつ３か月以上の恒常的な雇

用関係にある者であること。 

4 備   考 

※ 「技術士」とは、技術士法による第二次試験のうち、技術部門を電

気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電子

部門又は建設部門に係るものに限る。）に合格した者をいう。 

※ 下請契約の請負代金額の合計が5,000万円以上となる場合は、監理

技術者を配置すること。 

※ 「監理技術者」とは、建設業法第27条の18第1項に基づき交付され

る監理技術者資格者証（電気工事）を有しているものをいう。 

※ 「監理技術者補佐」とは、建設業法第26条第３項ただし書きに規定

する者をいう。 

 

※配置技術者について 

監理技術者制度運用マニュアル（ 令和７年１月28日国不建技第147号） に従って、工場

製作と据付工事現場で異なる技術者の配置ができるものとする。 

工場製作と据付工事現場で異なる技術者を配置する場合、それぞれの技術者への変更は

協議書によるものとする。 

工場製作のみの配置技術者は専任を要しない。 
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４ 入札参加資格の確認及び審査に関する事項 

⑴ 提出書類（以下「申請書等」という。） 

本工事の入札に参加しようとする者は、以下に示す入札参加に必要な申請書等を提出

し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、受付期間内に必要な申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認めら

れた者は、本入札に参加することはできない。 

【単体】 

① 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）  

② 配置予定技術者調書（様式第２号） 

③ 誓約書（様式第３号） 

④ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し 

  （審査基準日が令和６年８月31日以後のもので直近のものに限る。） 

⑤ 人的関係に関する調書（本公告６－⑶参照のこと。） 

【共同企業体】 

① 条件付一般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）  

② 配置予定技術者調書（様式第２号その１、その２）（構成員全員分） 

③ 誓約書（様式第３号） 

④ 特定建設工事共同企業体協定書の写し（構成員全員分の押印のあるもの） 

⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（構成員全員分） 

  （審査基準日が令和６年８月31日以後のもので直近のものに限る。） 

⑥ 委任状（電子入札用）（入札者以外の構成員分） 

⑦ 人的関係に関する調書（構成員全員分：本公告６－⑶参照のこと。） 

※ 入札参加の申請方法 

入札参加の申請は、①～⑤（共同企業体の場合は①～⑦）の書類を直接持参してく

ださい。 

また、電子入札システムから入札参加届出書（システムの「提出」ボタンをクリッ

クすることで本市に自動送信されます。）に①の電子ファイルを添付し、別途提出し

てください。 

⑵ 申請書等の交付 

本市ホームページに掲載する「入札情報サービス」からダウンロードすること。 

⑶ 入札参加資格の確認 

  入札参加資格の有無は、延岡市建設業者等審査小委員会の審査を経て確認するものと

する。 

⑷ 入札参加資格の確認結果の通知 

  入札参加資格の審査の結果は、申請者に対し、令和８年３月１６日（月曜）までに電

子入札システムから入札参加資格確認結果通知書を発行する。 

⑸ 入札参加資格の確認結果に対する理由の説明 

① 上記⑶において、入札参加資格がないと認められた者は令和８年３月１７日（火曜）

までに、延岡市長に対し、入札参加資格がないと認められた理由の説明を書面により

求めることができる。 

② 延岡市長は、上記①の説明を求められたときは、令和８年３月１９日（木曜）まで

に、当該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 
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５ 入札日程等に関する事項 

⑴ 本公告、申請書等及び設計図書等の閲覧の期間 

1 閲覧期間 本公告日から令和９年３月３１日（水曜）まで 

2  閲覧方法 延岡市ホームページ「入札情報サービス」に掲載する。 

⑵ 申請書等の提出 

1 受付期間  本公告日から令和８年３月９日（月曜）午後５時１５分まで 

2  提出場所 延岡市企画部契約管理課（延岡市役所本庁舎６階） 

3  提出方法 
電子入札システム及び紙面での提出 

※ 紙面の提出方法は、直接持参すること。 

4  提出書類 申請書等各１部 

⑶ 入札参加資格に関する質問 

1  受付期間 本公告日から令和８年２月２７日（金曜）午後５時１５分まで 

2  提出方法 

入札参加資格に関する質問書（別記様式第１号）に質問内容を  

記入の上、電子データ（word ファイル）で作成したものを E-mail

により送信すること（電話での質問は受け付けない。）。 

3  送 信 先 
延岡市企画部契約管理課のメールアドレス 

kanri@city.nobeoka.miyazaki.jp 

4 
 回答方法 「入札情報サービス」に掲載する（質問受付後、随時回答を行

う。）。 

5  回答期限 令和８年３月５日（木曜）午後５時１５分までに行う。 

⑷ 設計図書等に関する質問 

1  受付期間 本公告日から令和８年２月２７日（金曜）午後５時１５分まで 

2  提出方法 

設計図書等に関する質問書（別記様式第２号）に質問内容を記入

の上、電子データ（word ファイル）で作成したものを E-mail によ

り送信すること（電話での質問は受け付けない。）。 

3  送 信 先 
延岡市企画部契約管理課のメールアドレス 

kanri@city.nobeoka.miyazaki.jp 

4 
 回答方法 「入札情報サービス」に掲載する（質問受付後、随時回答を行

う。）。 

5  回答期限 令和８年３月５日（木曜）午後５時１５分までに行う。 

⑸ 入札及び開札の日時等 

1  入札方法 電子入札 

2 入札期間 
令和８年３月２３日（月曜）午前  ８時３０分 から 

令和８年３月２５日（水曜）午前１０時００分 まで 

3  開札日時 令和８年３月２５日（水曜）午後  １時１０分 

4  開札場所 延岡市役所 入札室（本庁舎６階） 

5  入札回数 １回 

⑹ 備  考 

延岡市企画部契約管理課における受付は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、    

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 
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６ その他の事項 

⑴ 本工事は、週休２日工事の対象工事（発注者指定型）である。 

 

⑵ 技術者の専任配置について 

   「３ 配置予定技術者の資格に関する事項」で示している技術者を専任で配置できな

い場合、落札後であっても契約者としないことがあるので、十分注意すること。 

 

⑶ 人的関係に関する入札参加の制限について 

   本件入札では、入札参加者間の人的関係が次のいずれかに該当する場合は、同一入札

への参加を制限する。 

  ① 一方の事業者（共同企業体の場合は、その構成員）の役員等が、他方の事業者（共同

企業体の場合は、その構成員）の役員等を兼ねている場合 

  ② 一方の事業者（共同企業体の場合は、その構成員）の代表権を有する者が、他方の

事業者（共同企業体の場合は、その構成員）の代表権を有する者と夫婦である場合 

   ※ 役員とは、現在事項全部証明書等の「役員に関する事項」に記載される役員を示

す。なお、社外取締役、監事、有限責任社員及び事務局長は、役員に含まない。 

※ 「人的関係に関する調書」は、共同企業体の各構成員が記入及び提出すること。 

 

⑷ 受注者は、工事の一部を第三者（下請人）に請け負わせる場合においては、延岡市   

工事請負契約約款第７条の規定に基づき、下請人を延岡市内に主たる事務所を有する者

の中から選定するよう努めなければならない。 

 

⑸ 受注者は、建設資材を購入する場合においては、延岡市工事請負契約約款第７条の２

の規定に基づき、当該購入の相手方を延岡市内に主たる営業所を有する者の中から選定

するよう努めなければならない。 

 

⑹ 本公告に定めるもののほか、本件入札に関する必要な事項は、別記「条件付一般競争

入札公告共通事項書」に示すとおりとする。 

 

⑺ 問合せ先 

〒882-8686 延岡市東本小路２番地１ 

   延岡市企画部契約管理課 

TEL 0982-22-7048  FAX 0982-22-7062 

 

⑻ 工事担当課 

   延岡市上下水道局下水道課 

TEL 0982-22-7024 

 

７ 電子入札等システムの停止について 

システム切替え作業のため、次のとおりシステムを停止する。 

 対象：電子入札システム、入札情報サービス 

 日時：令和８年２月２３日（月・祝）午前０時から令和８年３月２日（月）午前５時まで 

 ※対象システム上の全ての作業ができなくなるため注意すること。 

※システム停止のため、今回は、申請書等の「入札情報サービス」に掲載するものを市ホ

ームページにも掲載しています。
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条件付一般競争入札公告共通事項書 
 

１ 入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

⑵ 公告の日から入札参加資格に関する延岡市建設業者等審査小委員会の審査の日までのいず

れの日においても、延岡市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成18年告示第63号）に基

づく指名停止を受けている者でないこと。 

⑶ 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が

著しく不健全であると認められる者でないこと。 

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者又はなされた

者でないこと。ただし、同法に基づく更正手続開始の決定を受けた者が、延岡市建設工事等指

名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱（昭和56年告示第39号。以下「要綱」とい

う。）第５条第１項の規定による指名競争入札参加資格の審査を受け、指名競争入札参加資格

者として決定された者である場合は、この限りでない。 

⑸ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをした者又はなされた

者でないこと。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、要綱第５条第１項の

規定による指名競争入札参加資格の審査を受け、指名競争入札参加資格者として決定された者

である場合は、この限りでない。 

⑹ 民事執行法（昭和54年法律第４号）の規定による金銭債権に対する強制執行又は国税、地方

税その他の公課について滞納処分の執行を受けた者でないこと。 

⑺ 民事保全法（平成元年法律第91号）に基づく民事保全の手続が常態として行われていると認

められる者でないこと。 

⑻ 延岡市暴力団排除条例（平成23年条例第22号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第

３号に規定する暴力団関係者でないこと。 
 
２ 入札参加資格の取消 

入札参加資格確認結果通知書により入札参加資格があると認められた者が、延岡市建設業者等

審査小委員会の審査の日から入札期日までの間に、指名停止を受けた場合その他入札参加資格の

要件を満たさなくなったと認められる場合には、その者を入札に参加させないことがある。 
 
３ 入札書の記入方法 

  入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。 
 
４ 落札者の決定 

入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって入札をした者

を落札者とする。 

ただし、最低制限価格を設定した場合には、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格

以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 

  なお、落札者となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決

定するものとする。 
 
５ 契約金額 

  契約金額は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

入札書記載金額に当該金額の10％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）とする。 
 
６ 入札の無効条件 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 延岡市契約規則第12条の規定に該当する入札 

① 入札参加資格のない者のした入札 

  ② 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

  ③ ２人以上の者から委任を受けた者がした入札 
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④ 入札書の入札金額を訂正した入札 

  ⑤ 入札書の入札金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

  ⑥ 連合その他不正な行為があった入札 

  ⑦ 電子入札にあっては、電子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102

号）第２条第１項に規定する電子署名をいう。）のない入札（市長が別に定めるものを除く。） 

 ⑵  委任状を持参しない代理人がした入札 

⑶  入札公告に定める条件等に反する入札 

⑷  虚偽の申請を行った者のした入札 
  
７ 入札の失格条件 

  次のいずれかに該当する者は、失格とする。 

⑴  最低制限価格を設けた場合において、最低制限比較価格（最低制限価格の110分の100に   

相当する金額）に満たない金額で入札した者 

⑵  入札書比較価格（公表価格；予定価格の110分の100に相当する金額）を超えて入札した者 
 
８ 入札の辞退 

⑴  本件入札に関し、入札参加資格確認結果通知書の交付を受けた者が、入札を辞退しようと

するときは、電子入札システムから入札辞退届を提出すること。 

⑵ 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について、不利益な取扱いを受ける

ものではない。 
 
９ 公正な入札の確保 

⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

等に抵触する行為を行ってはならない。 

⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は

入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示して

はならない。 
 
10 入札の取り止め等 

入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行すること

ができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期

し、若しくは取りやめることがある。 
 
11 契約条件 

  延岡市工事請負契約約款による。 
 
12 その他 

 ⑴ 契約締結期限    落札決定の日から７日以内とする。 

⑵ 着工期限     契約締結の日から５日以内とする。 

 ⑶ 現場代理人の経歴書の提出部数  １部 

 ⑷ 建設業退職金共済掛金収納書  掛金収納書（原本）を指定用紙に貼付して提出のこと。 

 ⑸ 落札者は、課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。 

 ※ 議会の議決を要する契約については、延岡市議会の議決後に本契約とみなす仮契約を締結

する。その場合、⑴「契約締結期限」を「仮契約締結期限」、⑵「契約締結の日から」を「本

契約締結の日から」と読み替える。 

   また、市は、当該議案が延岡市議会で可決されなかった場合でも、仮契約の相手方に対し

ていかなる責任も負わない。 
 
13 入札者心得 

 ⑴ 入札参加者は、入札について連合その他不正な行為をしないこと。 

 ⑵ 地方自治法、地方自治法施行令、延岡市契約規則等の関係規定に従うこと。 

 

 


